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参考資料６

自殺総合対策大綱（抜粋）

平成 29 年 7 月 25 日閣議決定

（略）

12.勤務問題による自殺対策を更に推進する

（１）長時間労働の是正

長時間労働の是正については、「働き方改革実行計画」を踏まえ、労働基準法

を改正し、週４０時間を超えて労働可能となる時間外労働の限度を原則として、

月４５時間、かつ、年３６０時間とし、違反には以下の特例の場合を除いて罰

則を課す。特例として、臨時的な特別の事情がある場合として、労使が合意し

て労使協定を結ぶ場合においても、上回ることができない時間外労働時間を年

７２０時間（＝月平均６０時間）とする。かつ、年７２０時間以内において、

一時的に事務量が増加する場合について、最低限、上回ることのできない上限

を設ける。【厚生労働省】

加えて、労使が上限値までの協定締結を回避する努力が求められる点で合意

したことに鑑み、さらに可能な限り労働時間の延長を短くするため、新たに労

働基準法に指針を定める規定を設ける。【厚生労働省】

また、いわゆる過労死・過労自殺を防止するため、過重労働による健康障害

の防止に向け、長時間労働が行われている事業場に対する監督指導の徹底など

労働基準監督署による監督指導を強化するとともに、小規模事業場や非正規雇

用を含めた全ての労働者の長時間労働を抑制するため、労働時間等の設定改善

に向けた環境整備を推進する。【厚生労働省】

加えて、労働時間の適正な把握を徹底するため、企業向けの新たな労働時間

の把握に関するガイドラインの周知を行う。【厚生労働省】

さらに、過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続け

ることのできる社会の実現のため、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」

に基づき、調査研究等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する支

援等の過労死等の防止のための対策を推進する。【厚生労働省】【再掲】
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（２）職場におけるメンタルヘルス対策の推進

過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることの

できる社会の実現のため、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」に基づ

き、調査研究等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する支援等の

過労死等の防止のための対策を推進する。【厚生労働省】【再掲】

また、職場におけるメンタルヘルス対策の充実を推進するため、引き続き、「労

働者の心の健康の保持増進のための指針」の普及啓発を図るとともに、労働安

全衛生法の改正により平成２７年１２月に創設されたストレスチェック制度の

実施の徹底を通じて、事業場におけるメンタルヘルス対策の更なる普及を図る。

併せて、ストレスチェック制度の趣旨を踏まえ、長時間労働などの量的負荷の

チェックの視点だけではなく、職場の人間関係や支援関係といった質的負荷の

チェックの視点も踏まえて、職場環境の改善を図っていくべきであり、ストレ

スチェック結果を活用した集団分析を踏まえた職場環境改善に係る取組の優良

事例の収集・共有、職場環境改善の実施等に対する助成措置等の支援を通じて、

事業場におけるメンタルヘルス対策を推進する。【厚生労働省】【再掲】

加えて、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトにおいて、総合的な情報

提供や電話・メール相談を実施するとともに、各都道府県にある産業保健総合

支援センターにおいて、事業者への啓発セミナー、事業場の人事労務担当者・

産業保健スタッフへの研修、事業場への個別訪問による若年労働者や管理監督

者に対するメンタルヘルス不調の予防に関する研修などを実施する。【厚生労働

省】【再掲】

小規模事業場に対しては、安全衛生管理体制が必ずしも十分でないことから、

産業保健総合支援センターの地域窓口において、個別訪問等によりメンタルヘ

ルス不調を感じている労働者に対する相談対応などを実施するとともに、小規

模事業場におけるストレスチェックの実施等に対する助成措置等を通じて、小

規模事業場におけるメンタルヘルス対策を強化する。【厚生労働省】【再掲】

また、「働き方改革実行計画」や「健康・医療戦略」に基づき、産業医・産業

保健機能の強化、長時間労働の是正、健康経営の普及促進等をそれぞれ実施す

るとともに、それらを連動させて一体的に推進する。【経済産業省、厚生労働省】

【再掲】

（３）ハラスメント防止対策

パワーハラスメントの防止については、「働き方改革実行計画」において「職

場のパワーハラスメント防止を強化するため、政府は労使関係者を交えた場で

対策の検討を行う」とされたことを踏まえ、有識者と労使関係者からなる検討

会を開催し、職場のパワーハラスメントの実態や課題を把握するとともに、職
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場のパワーハラスメント対策の強化についての検討を行う。【厚生労働省】

また、引き続き、ポータルサイトや企業向けセミナーを通じて、広く国民及

び労使への周知・広報や労使の具体的な取組の促進を図るとともに、新たに、

労務管理やメンタルヘルス対策の専門家等を対象に、企業に対してパワーハラ

スメント対策の取組を指導できる人材を養成するための研修を実施するととも

に、メンタルヘルス対策に係る指導の際に、パワーハラスメント対策の指導も

行う。【厚生労働省】【再掲】

さらに、全ての事業所においてセクシュアルハラスメント及び妊娠・出産等

に関するハラスメントがあってはならないという方針の明確化及びその周知・

啓発、相談窓口の設置等の措置が講じられるよう、また、これらのハラスメン

ト事案が生じた事業所に対しては、適切な事後の対応及び再発防止のための取

組が行われるよう都道府県労働局雇用環境・均等部（室）による指導の徹底を

図る。【厚生労働省】

（略）


